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Ⅱ．求める人材像について 

 

三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズの求める人材像 

顧客満足の実現に向けて、世の中への広い視野とチャレンジ精神を持ち合わせながら、自ら行動

を起こし、これまでにない新しい価値を創造し提供できる高い専門性を持った人材 

 

人材像の解説 

① 《世の中への広い視野》について 

・私たちのお客さまは百貨店その他グループ企業内（およびそのお客さま）にとどまらず、顧客

接点を持つ全ての企業を幅広く顧客対象として位置付けています。 

・また、お客さまのニーズは、取り巻く環境とともに常に変化しています。その変化に対して、スピ

ード感を持って対応できるよう、私たちが取り組んでいる事業領域はもちろんのこと、関連す

る領域まで関心を拡げて、広い視野を持ちながら業務に取り組みます。  

② 《チャレンジ精神》について 

・既存の発想に囚われることなく、顧客満足の実現に向け自ら考え、多少の失敗を恐れずに、常

にチャレンジできる人材になることを目指します。 

③ 《新しい価値を創造し提供》について 

・柔軟な発想でこれまでにない新たな仕組みやサービスを創造し、お客さまに感動していただけ

るレベルのソリューションを提供できる人材を目指します。 

④ 《高い専門性》について 

・業務に必要な資格・知識・経験を高め、市場性ある人材になることを目指します。 

・高い専門性によって、グループ全体の生産性の向上、収益の向上を担っていきます。 

 

 

 

 

Ⅲ．雇用形態について 

・ 各雇用形態の役割を明確にすることにより、組織内での責任が明確になります。その結果、各案

件における意思決定がスピーディーにできるようになり、業務の推進力向上につながります。また、

期待役割を分かりやすくすることが、働く本人の納得性が得られ、やる気につながると考えます。 

・ 同時に、企業の効率的な運営のためにも、複数の雇用形態による要員ミックスでの運営が必要で

あり、雇用形態別に求める役割を明確にし、業務範囲を確定します。 
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１．契約関係    

 

 

２．就業関係              ※フェロー社員Ⅰ・Ⅱ、エルダーフェローは店舗・事業所ごとに休憩時間を設定 
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３．職種について 

・ 職種については大きく分けて３つの領域があります。 

ＢＣ社員、メイト社員、ＢＣメイト社員、フェロー社員、エルダースタッフ、エルダーフェローについて

は職種間の異動は原則行いません。 

ただし、例外として変更する場合は、本人の同意の上、行うことを条件とします。 

 

【人財サービス職】 【販売サービス職】 【美容専門職】 

ＢＣ社員、ＢＣメイト社員 

●人事業務をはじめとする、

採用・育成から退職までの一

連の業務を行う。 

 

●店頭（販売）スタッフとして、 

主に三越伊勢丹グループ 

（三越・伊勢丹各店）等の店頭 

接客（販売）および接客（販 

売）関連業務を担う。 

●「化粧品を中心とした美容領域

のショップ」のスタッフとして、店頭 

接客（販売）および接客（販売）関

連業務を担う。 

 

  

 Ⅳ．階層（ステージ）別の期待役割について 

・ 従業員に求められる要件（期待役割）や目指すべき職務を、階層（ステージ）として区分します。 

・ 求める役割が明確になることで、組織における責任範囲が確定し、一段と業務の推進力が上がる

ことを期待します。 

・ 「求める人材像」を踏まえて、「階層別の期待役割」を設定し、ステージごとの期待役割に基づいた

処遇（賃金等）を反映させます。 

 

 
※BC 社員ステージ C から社員ステージ C への転換は 1 回のみ可とします。 
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Ⅴ．役割成果主義に基づく人事賃金制度 

１．役割成果主義とは 

 

 

 

・役割成果主義では、事業戦略と具体的に結びついた各自の「役割」や実現した「成果」を基準とし 

ています。 

・この役割と成果は、価値創造の「Plan－Do－Check－Action」サイクルの構成要素として、重要な 

 位置を占めます。すなわち、価値を生み出すための戦略に基づいて組織が作られ、組織を構成す 

る具体的役割が決定されます。そして各人が役割を遂行する中で成果を実現し、その成果を検 

証して次の戦略につなげていきます。こうした一連の動きを実践することで企業価値の向上を図り 

ます。 

・役割成果主義では、この役割と成果を評価の対象とし、処遇に反映していきます。 

 

２．役割とは 

  ・「役割」とは、企業戦略上の責任の大きさのことです。 

・役割の大きさは固定的なものではなく、会社の戦略に応じてその都度見直されます。 

・役割の大きさは、以下の３つの基準で評価されます。 

１）「責任・影響の大きさ」 ・・・売上高、組織サイズ、影響の範囲、独立裁量の度合い 

２）「戦略上の位置付け」 ・・・会社の意思・優先度、市場・事業の魅力度、競争優位性 

３）「必要な能力要件」   ・・・折衝交渉力、知識・経験・スキル、問題解決力、革新性 

  ・以下の事項が生じると当該ポストの役割評価が変更されます。 

   ①組織改正やリモデル等により、会社に与える影響や戦略的な位置付けが変わることで、 

担うポストの役割が変わる場合。 

   ②同一部門内の他者が担うポストの役割が変わることで、自分が担うポストの部門内における 

相対的な位置付けが変わる場合。 

   ③能力の伸長、低下という属人的要素により担うポストの期待成果が変わる場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦略 

役割 

組織 成果 
価値創造の 

Plan-Do-Check-Action 

サイクル 

役割成果主義に 

おける評価範囲 
役割決定 

役割遂行 
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３．成果とは 

 
   

 

・「成果」とは、役割の遂行により実現され企業価値向上につながるものを指します。 

・結果として生み出された「最終結果」だけでなく、「成果行動（期待される成果の実現に向けた 

具体的行動≒プロセス）」も成果に含まれます。 

・潜在能力や意欲態度を中心とした能力主義や、最終結果だけを重視した結果主義とは違い、成 

果主義は成果につながることが予想される行動からいずれ業績に貢献することが予想されるア 

ウトプット（中間成果）や業績そのものを表わす最終成果までを評価します。 

・成果は会社の戦略、目標と具体的に結びつき、最終的に企業価値の向上につながらなくては 

なりません。「個人の目標の達成＝企業価値の向上」となるには目標管理のプロセスが重要に 

なります。 
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第２章 ステージＡ・Ｂ 

Ⅰ．目標設定と評価 

１．評価指標 

➢ 役割成果主義のもとでは、「成果行動」を基準に企業戦略の実現に向けた具体的行動目標の達成

度を評価します。 

 

 

＜本給＞ 

・本給は、上司との面談により設定する「期待行動目標」の達成度で評価します。 

・評価期間は「4 月～翌年 3 月」とし、評価結果は 7 月給与から反映されます。 

・評価は、ステージ別に行い、Ｓ・Ａ評価 30％、Ｂ・Ｃ評価 70％の分布とします。 

 

＜賞与＞ 

・賞与は、「成果行動目標」と「計数目標」の達成度で評価します。計数目標のない所属・職務は「成果

行動目標」のみで評価します。職務によって計数目標のウエイトは異なります。 

・評価期間は「4 月～翌年 3 月」とし、評価結果は 6 月賞与に反映されます。 

・評価は、ステージ別に行い、年間評価を決定します。 

・目標設定にあたっては上司、部下で面談を行い、目標管理制度(※)に基づき「成果評価シート」を作

成します。本給評価と賞与評価は同一のシートを 1 年間使用します。 

（※）目標管理制度とは、目標を期初に設定し、期末においてこれら目標の達成度を基準に評価する仕

組みのことです。 

・面談では、企業戦略や部門方針に基づく個々の役割とそれをベースに設定した具体的行動目標を

相互確認します。また中間面談を行うとともに、評価確定後にはフィードバック面談（6 月）を行います。 
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２．.評価フロー 

  【期初：目標設定面談】 

 

 

【期中：中間面談】 

・評価者は上期成果（数値）実績の確認フィードバック、下期成果（数値）目標の設定を行います。 

・同時に進捗状況の確認、設定目標の修正・変更、目標達成へのアドバイス等の面談を行います。 

・期中に想定外の特命事項や環境変化に伴う緊急対応事項が発生した場合は、その都度面談を 

行い、新たに目標を設定し成果評価シートに記入します。 

 

 【期末：評価とフィードバック】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一次評価者    ➁ 

⑤フィードバック面談の実施（6 月） 
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Ⅱ．賃金体系（ステージ A・B） 

       

※ステージ A(GM 職)除く・・・時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜シフト勤務手当 

１．本給 

本給について 

・本給＝資格給＋役割給＋個人成果給 

（1）資格給 

・ 資格ごとに設定します。 

（2）役割給 

    ・役割の大きさは、「責任・影響の大きさ」「戦略上の位置づけ」「必要な能力要件」で決定し、 

    それに基づいて各自の役割給を決定します。 

    ・同一職務であっても、役割の大きさにより役割給の位置が変わります。 

  （3）個人成果給 

    ・前年の本給評価（期待行動評価）を反映してランクを変動します。 
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■ステージ A 本給（単位は昇給表以外すべて円） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜資格給＞

ステージA 131,000

＜役割給＞

役割 GM0 GM1 GM2 GM3 GM4 A1 A2

水準 300,000 240,000 190,000 150,000 120,000 100,000 40,000

※GM0～GM4：グループマネージメント、A1・A2：IMH独自
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■ステージ B 本給（単位は昇給表以外すべて円） 

 

＜個人成果給＞                   ＜資格給＞ 

                            

 

 

 

 

 

                              ＜役割給＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステージ B 101,000 

役割 役割① 役割② 役割③ 役割④ 

役割給 40,000 20,000 10,000 5,000 

個人成果給(～2025年6月15日) 個人成果給(2025年6月16日～)

グレード2 グレード2

1 375,000 1 375,000

2 373,000 2 373,000

3 371,000 3 371,000

4 369,000 4 369,000

5 367,000 5 367,000

6 365,000 6 365,000

7 363,000 7 363,000

8 361,000 8 361,000

9 359,000 9 359,000

10 357,000 10 357,000

11 355,000 11 355,000

12 353,000 12 353,000

13 351,000 13 351,000

14 349,000 14 349,000

15 347,000 15 347,000

16 345,000 16 345,000

17 343,000 17 343,000

18 341,000 18 341,000

19 339,000 19 339,000

20 337,000 20 337,000

21 335,000 21 335,000

22 333,000 22 333,000

23 331,000 23 331,000

24 329,000 24 329,000

25 327,000 25 327,000

26 325,000 26 325,000

27 323,000 27 323,000

28 321,000 28 321,000

29 319,000 29 319,000

30 317,000 30 317,000

31 315,000 31 315,000

32 313,000 グレード１ 32 313,000 グレード１

33 311,000 311,000 33 311,000 311,000

34 309,000 309,000 34 309,000 309,000

35 307,000 307,000 35 307,000 307,000

36 305,000 305,000 36 305,000 305,000

37 303,000 303,000 37 303,000 303,000

38 301,000 301,000 38 301,000 301,000

39 299,000 299,000 39 299,000 299,000

40 297,000 297,000 40 297,000 297,000

41 295,000 295,000 41 295,000 295,000

42 293,000 293,000 42 293,000 293,000

43 291,000 291,000 43 291,000 291,000

44 289,000 289,000 44 289,000 289,000

45 287,000 45 287,000

46 285,000 46 285,000

47 283,000 47 283,000

48 281,000 48 281,000

49 279,000 49 279,000

50 277,000 50 277,000

51 275,000 51 275,000

52 273,000 52 273,000

53 271,000 53 271,000

54 269,000 54 269,000

55 267,000 55 267,000

56 265,000 56 265,000

57 263,000 57 263,000

58 261,000 58 261,000

59 259,000 59 259,000

60 257,000 60 257,000

61 255,000 61 255,000

62 253,000 62 253,000

63 251,000 63 251,000

64 249,000 64 249,000

65 247,000 65 247,000

66 245,000 66 245,000

67 243,000 67 243,000

68 241,000 68 241,000

69 239,000 69 239,000

70 237,000 70 237,000

71 235,000 71 235,000

72 233,000 72 233,000

73 231,000

74 229,000

75 227,000

76 225,000

77 223,000
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役割変動時の賃金変動について 

 ・異動や役割の変動があった場合は、異動日が 16 日以前の場合は翌月支給分から、17 日以降の場

合は翌々月支給分からとします。 

（例：4 月 1 日に異動 → 5 月支給給与から変更） 

 

昇格時の場合（原則） 

 ・ステージ A 昇格時は、個人成果給は下限ランクに格付けます。 

 ・ステージ B 昇格時は、個人成果給は下限ランクに格付けます。 

 

ステージ B グレード 2 進級に伴う個人成果給の変動について 

 ・グレード 2 進級に伴う個人成果給の変動については、進級前の個人成果給ランクに応じた対応を行 

います。 

 ・前年度の本給評価については、グレード 2 進級後のランクに対して反映します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グレード 2 

グレード 1 

＜グレード2進級に伴う個人成果給の格付けルール＞

①
グレード2の下限ランクに格付け

（格付け後に評価反映を行う）

②
グレード2の同一ランクに格付け

（格付け後に評価反映を行う）

進級前の個人成果給ランクが

グレード2にない

進級前の個人成果給ランクが

グレード2にある
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２．賞与 

【賞与の全体像】   

・ 賞与は、6 月と 12 月の年 2 回、支給日当日在籍者に支給します。 

・ 賞与計算基準日は、評価期間最終日（3 月 31 日、9 月 30 日）とします。 

・ 成果行動目標と計数目標の達成度を反映させることから、全資格とも毎期洗い替えとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 12 月賞与 

  ・評価反映は無く、同一資格内の一律支給ヵ月です。 

 

② 6 月賞与 

・賞与評価が反映されます。 

・支給ヵ月は、支給ヵ月表に基づいて支給されます。 

  

※支給ヵ月数は、基本となる支給表をもとに労使合意によって決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本賞与 
 

個人評価（5段階） 
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Ⅲ．昇格・進級制度 

１．昇格・進級とは 

・ 「昇格」とは、ステージが上がることを指します。 

・ 同一ステージ内で、等級があがること（ステージＢグレード１→ステージＢグレード２）は「進級」と呼

びます。 

・ 昇格・進級は個人のモチベーションに大きな影響を与える要素の一つであり、またキャリア形成に

も大きく関わってきます。 

・ 昇格は上位資格において期待される能力や適性、資質があるかを行動評価、上長による考課、審

査などで総合的に判断、決定し、役割とのマッチングを図っていきます。 

・ ステージＢグレード２進級については、今後のより高い成果発揮の再現性やリーダーシップ適性を

審査するアセスメントや３６０度評価、考課等により総合的に判断、決定します。 

・ 昇格・進級時期は、原則４月１日付となります。 

 

２．ステージＡ 昇格 

・ ステージＢからステージＡへの昇格認定については、以下の通りとします。 

 ステージＡ認定 

人材要件 
・ 高い専門性を発揮しながら、長期的・全体的な視点から担当部門を指揮し、組織成

果を実現する。 

対象者 

・ ４月１日時点で、ステージＢ昇格後、原則５年以上経過した方。 

・ 中途入社者は、ステージ B として、前年３月３１日以前に入社した方。 

・ いつ受験すべきかをご自身で判断し、エントリーした方。 

・ 昇格考課が A で、社内選考により会社が認めた方。 

・ 受験回数３回までとする。 

選考方法 三越伊勢丹 HDS 実施のグループ共通アセスメント 
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３．ステージＢグレード２ 進級審査  

 

 

・ステージＢのうち、「成果発揮の再現性が高く、より高い成果発揮が期待される」等級を「ステージＢ 

グレード２」とします。 

・等級の差は、期待役割ではなく「期待成果」による差となります。 

・再現性の高さ：異なる所属・担当でも安定的に高い成果を発揮することが期待できます。 

 

・ステージ B のうち、「成果発揮の再現性が高く、より高い成果発揮が期待される」等級を「ステージＢ 

グレード 2」とします。 

・等級の差は、期待役割ではなく「期待成果」による差となります。 

・再現性の高さ：異なる所属・担当でも安定的に高い成果を発揮することが期待できます。 

成果発揮の高さ：より難易度の高い行動目標の達成が期待できます。 

【審査内容】 

・受験時点での成果発揮の積み上げの違いを考慮しつつ、成果発揮の再現性や期待成果の高さを審 

査します。具体的には、本給ランクの到達度合い（＝成果発揮の積み上げ度合い）によって、審査内 

容は異なります。 

 

【受験資格（２０２５年度）】 

・２０２５年４月１日時点で、ステージＢ在籍が原則４年以上経過した方。 

・中途入社者およびグループ会社からの転籍者は、ステージＢとして、２０２４年３月３１日以前に入社 

した方。 

・４５ランク～７２ランク在籍者については、直近４年で A 評価以上が 2 回以上の方。 

・上記いずれかを満たした上で、いつ受験すべきかをご自身で判断し、エントリーした方。 

・進級考課で、会社が認めた方。 

・同一年度に、グループ共通アセスメント、ステージＢグレード２進級審査の併願は不可。 

・その他、詳細については総務・経営企画部からの発信に沿う。 
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第３章 ステージＣ 

Ⅰ．目標設定と評価 

１．評価指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本給＞ 

・ 本給は、上司との面談により設定する「期待行動目標」」の達成度で評価します。 

・ 評価期間は「4 月～翌年 3 月」とし、7 月給与から反映します。 

・ ステージＣの評価は、Ｓ・Ａ評価 30％、Ｂ・Ｃ評価 70％の分布とし、ステージＣ-ｔは絶対評価と

します。 

 

 

＜賞与＞ 

・ 賞与は、半期における「成果行動目標」と「計数目標」の達成度で評価します。 

・ 評価期間は「4 月～9 月」「10 月～翌年 3 月」とし、それぞれ 12 月、6 月賞与に反映します。 

・ 目標設定にあたっては、上司・部下で面談を行い、目標管理制度に基づき年 2 回 「成果評価 

シート」を作成します。本給評価と賞与評価は同一のシートを使用します。 

・ 評価確定後には、フィードバック面談（6 月・12 月）を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

■賞与の評価指数 

 

 

 

 

 

 ■評価期間 半期単位（４～９月、１０月～翌年３月） 

 ■賃金反映 １２月、６月賞与に反映 

■本給の評価指数 

 

 

 

 

 

■評価期間 年度単位(上期＋下期） 

■賃金反映 ７月給与から反映 

 

 

 

 

■評価期間 年度単位(上期＋下

期） 

期待行動目標 

１００％ 

計数目標 

１０％ 

成果行動目標 

９０％ 
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２．評価フロー 

【１】 ４月・１０月（期初）：目標設定面談 

 

 

 

【２】 原則７月・１月：中間レビュー面談 

・評価者は期中に、設定目標の進捗状況、目標達成へのアドバイスなど中間面談を行い 

ます。 

・期中に新たに具体的行動目標が発生した場合は、その都度面談を行い、新たに目標を 

設定し成果評価シートに入力してください。 

 

【３】 ９月・３月（期末） 

 

 

 

 

 

➃総務・経営企画部に提出、調整、総合評価決定 
一次評価者 ② 
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Ⅱ．賃金体系（ステージＣ） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．本給 

本給について（7 月給与で改定） 

・本給＝資格給＋役割給＋個人成果給 

（1）資格給 

・ 資格ごとに設定します。 

（2）役割給 

   ・役割の大きさは、「責任・影響の大きさ」「戦略上の位置づけ」「必要な能力要件」で決定し、 

   それに基づいて各自の役割給を決定します。 

   ・同一職務であっても、役割の大きさにより役割給の位置が変わります。 

（3）個人成果給 

 ・前年の本給評価（期待行動評価）を反映してランクを変動します。 
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本給表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2025 年 6 月 16 日以降、ステージ C の個人成果給上限を 10 ランク引き上げることに伴

い、現在の個人成果給額を基にランク数のみをスライドすることといたします。 

（例）現状 57 ランク 187,000 円 → 改定後 67 ランク 187,000 円 

 

 

２．深夜シフト勤務手当について 

  イセタンミラー店舗で、13：35～22：10、14：05～22：40 に勤務する社員に対して、１勤務につき 800 円

を手当として支給します。  

※時間外勤務等で 22 時を超えた場合や早退した場合には支給しません。 
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３．賞与 

基本賞与について 

６月・１２月支給 

賞与は成果行動目標と計数目標に対して評価が行われ、支給ヵ月が決定します。 

基本賞与＝本給（資格給+役割給+個人成果給）×支給ヵ月 

支給対象 

６月支給  前年１０月 1 日から３月３１日まで勤務し、引き続き支給日当日在籍している者 

１２月支給  ４月 1 日から９月３０日まで勤務し、引き続き支給日当日在籍している者 

※賞与計算基準日は評価期間最終日とします。 

 ※２０２５年 4 月 1 日にメイト社員よりステージ C へ転換した者の２０２５年６月賞与は、ステ

ージ C の B 評価相当とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 ステージＣ 
 

 22 

Ⅲ．ステージＣ－ｔ の人事賃金制度について 

 ・ステージＣ－ｔ は、入社後５年間を育成期間と位置付け、他のステージＣと切り離して、計画的に

育成、処遇を行います。 

・また、ステージＣ－ｔ 期間中は、キャリアパスとして計画的な配置を実施し、期待される役割を担い

うる能力を身につける期間と位置付けます。 

  制度内容  
  

本給表  

および  

昇給表  

 

 

 

 

 

 

  

   

  

賞与  • 入社後初回賞与 0.50 ヵ月  

• 入社年度の 12 月以降は、社員ステージＣの支給表を使用  

ステージＣ

への格付

け  

• ６年目４月で仮格付けをし、社員ステージ C 本給へスライドし、６月の本給

評価をもって本格付けとする。 
 

 

 

 

 

  
 
【参考】キャリアパスおよび配属のイメージ 
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Ⅳ．昇格制度 

・ 「昇格」とは、ステージＣ、ＢＣ社員ステージ C からステージＢへステージが上がることを指します。 

・ 昇格は個人のモチベーションに大きな影響を与える要素の一つであり、またキャリア形成にも大き

く関わってきます。 

・ 昇格は上位資格において期待される能力や適性、資質があるかを行動評価、上長による考課、審

査などで総合的に判断、決定し、役割とのマッチングを図っていきます。 

・ 昇格時期は、原則４月１日付となります。 

 

ステージＢ 昇格 

・ ステージＣ、ＢＣ社員ステージ C からステージＢへの昇格認定については、以下の通りとします。 

 ステージＢ認定 

人材要件 
・ 高い専門性を発揮しながら、自律的にＰＤＣＡサイクルをまわし、個人成果や一定範

囲の組織成果を実現する。 

対象者 

・ 社員ステージＣ、ＢＣ社員ステージ C で在籍 1 年以上を経過した者（４月１日時点） 

・ エントリーシートによる本人の申請があった者のうち、所属長による昇格考課が「Ａ」

であり、会社が認めた者 

※連続受験は不可 

選考方法 三越伊勢丹 HDS 実施のステージＢ‐ＨＡＰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．転換について 

 

 

本
人 

総 務 ・ 経

営企画部 

 
受験申請 

 

昇
格
者
認
定 

（１
月
中
旬
予
定
） 

Ｈ
Ａ
Ｐ 

（
８
～
９
月
予
定
） 

受
験
者
決
定 

(

７
月
中
旬
予
定
） 

社
内
選
考 

(

６
月
予
定) 

・部
長
の
昇
格
考
課 

・過
去
の
人
事
評
価 

・エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト 

 

ステージＢ昇格認定 

スケジュール 



第４章 ＢＣ社員ステージＣ 
 

 24 

第４章 ＢＣ社員ステージＣ 

Ⅰ．目標設定と評価 

１．評価指標 

 

 

 

 

 

 

 

＜本給＞ 

・ 本給は、上司との面談により設定する「期待行動目標」の達成度で評価します。 

・ 評価期間は「4 月～翌年 3 月」とし、7 月給与から反映します。 

・ ＢＣ社員ステージＣの評価は、Ｓ・Ａ評価 30％、Ｂ・Ｃ評価 70％の分布とします。 

 

＜賞与＞ 

・ 賞与は、半期における「成果行動目標」と「計数目標」の達成度で評価します。なお、職務によ

って計数目標のウエイトは異なります。 

・ 評価期間は「4 月～9 月」「10 月～翌年 3 月」とし、それぞれ 12 月、6 月賞与に反映します。 

・ 目標設定にあたっては、上司・部下で面談を行い、目標管理制度に基づき年 2 回 「成果評価 

シート」を作成します。本給評価と賞与評価は同一のシートを使用します。 

・ 評価確定後には、フィードバック面談（6 月・12 月）を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本給の評価指数 

 

 

 

 

 

■評価期間 年度単位(上期＋下期） 

■賃金反映 7 月給与から反映 

 

 

 

 

■評価期間 年度単位(上期＋下

期） 

期待行動目標 

１００％ 
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２．評価フロー 

【１】 ４月・１０月（期初）：目標設定面談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２】 原則７月・１月：中間レビュー面談 

・評価者は期中に、設定目標の進捗状況、目標達成へのアドバイスなど中間面談を行い 

ます。 

・期中に新たに具体的行動目標が発生した場合は、その都度面談を行い、新たに目標を 

設定し成果評価シートに入力してください。 

 

【３】 ９月・３月（期末） 
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Ⅱ．賃金体系（ＢＣ社員ステージＣ） 

 

 

１．本給 

本給について 

・本給＝資格給＋役割給＋個人成果給 

（1）資格給 

・ 資格ごとに設定します。 

（2）役割給 

    ・役割の大きさは、「責任・影響の大きさ」「戦略上の位置づけ」「必要な能力要件」で決定し、 

    それに基づいて各自の役割給を決定します。 

    ・同一職務であっても、役割の大きさにより役割給の位置が変わります。  

（3）個人成果給 

    ・前年の本給評価（期待行動評価）を反映してランクを変動します。 

  

  ＢＣメイト社員からＢＣ社員ステージＣに転換された場合の格付けについて 

社員、ＢＣメイト社員からＢＣ社員ステージＣに転換された社員は、原則ＢＣ社員ステージＣの最下

限ランクに格付けします。また、ステージＣ及びＢＣメイト社員時の本給水準が新本給表の最下限を

超えている場合は、最終賃金から資格給 61,000 円と役割の下限役割⑤の役割給 5,000 円を引い

た額を個人成果給のランク額とし、改めて、与えられた役割に応じた役割給を加算します。 
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本給表 

資格給+役割給+個人成果給 

資格給 
61,000 

（単位：円） 
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２．深夜シフト勤務手当について 

   イセタンミラー店舗で、13：35～22:10、14：05～22:40 に勤務するＢＣ社員に対して、１勤務につき 

８００円を手当として支給。※時間外勤務等で２２時を超えた場合や早退した場合には支給しない。 

 

３．賞与 

基本賞与について 

６月・１２月支給 

賞与は成果行動目標と計数目標に対して評価が行われ、支給ヵ月が決定します。 

基本賞与＝本給（資格給＋役割給＋個人成果給）× 支給ヵ月 

支給対象 

６月支給  前年１０月 1 日から３月３１日まで勤務し、引き続き支給日当日在籍している者 

１２月支給  ４月 1 日から９月３０日まで勤務し、引き続き支給日当日在籍している者 

※賞与計算基準日は評価期間最終日とします。 

※２０２５年４月１日にＢＣメイト社員よりＢＣ社員ステージ C へ転換した者の２０２５年６月賞

与は、ＢＣ社員ステージ C の B 評価相当とします。 
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第５章 ＢＣメイト社員 

Ⅰ．目標設定と評価 

１．評価指標 

 

 

 

 

 

 

＜本給＞ 

・本給は、上司との面談により設定する「期待行動目標」の達成度で評価します。 

・評価期間は「４月～翌年３月」とし、７月給与から反映します。 

・評価分布は、各ゾーン S・Ａ評価以上３割以上、Ｂ評価（及びＣ評価）7 割未満の分布とします。 

 

＜賞与＞ 

・半期における「成果行動目標」と「計数目標」の達成度で評価します。なお、職務によって計数目標の 

ウエイトは異なります。 

・目標設定にあたっては、上司、部下で面談を行い、目標管理制度に基づき年二回「成果評価シート」 

を作成します。 

・評価確定後にはフィードバック面談（６月・１２月）を行います。 

・評価分布は、各ゾーンＢ評価以上を中心とする相対分布とします。 

評価ウエイト 

項目ゾーン BS・一般・本部 副店長   店長 

成果行動評価 ９０％ ８０％ ７０％ 

計数評価 １０％ ２０％ ３０％ 

 

 

 

 

 

 

■本給の評価指数 

 

 

 

 

 

■評価期間 年度単位(上期＋下期） 

■賃金反映 7 月給与から反映 

 

 

 

 

■評価期間 年度単位(上期＋下

期） 

期待行動目標 

１００％ 
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２．評価フロー 

 

【１】 ４月・１０月（期初）：目標設定 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２】 原則７月・１月：中間レビュー面談 

評価者は期中に、設定目標の進捗状況、目標達成へのアドバイスなど中間面談を行います。 

期中に新たに具体的行動目標が発生した場合は、その都度面談を行い、新たに目標を 

設定し成果評価シートに入力してください。 

 

【３】 ９月・３月（期末） 

 

 

 

 

 

①自己評価の入力・提出

②評価入力（一次評価）

③評価入力（二次評価）

④人事部に提出、調整、総合評価決定

⑤フィードバック面談の実施（6月、12月）

二次評価者 ③

マネージャー（上司）②

被評価者

人事部

④

フィードバック
面談 ⑤

①

総務・経営企画部 

④総務・経営企画部に提出、調整、総合評価決定 
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Ⅱ．賃金体系（ＢＣメイト社員） 

・ 賃金体系については、基準内賃金（本給、職務手当）と基準外賃金（時間外勤務手当等）、 

その他（通勤手当）で構成しています。 

     

 

１．本給 

【本給＝ベース給＋地域給＋職務成果給】 

 定 義 

ベース給 本給のベースとなる賃金 

地域給 地域水準に合わせて設定する賃金 

職務成果給 与えられる職務とそこにおける成果に応じた賃金 

※ 職務成果給について 

・ 職務成果給については、ショップの運営形態を考慮し、「店長クラス（ゾーン３）」、「副店長、 

BS クラス（ゾーン 2）」、「一般（ゾーン１）」の大きく 3 つのゾーンに区分した職務別賃金体系をベー

スとします。 

・ 職務成果給は、前年の評価を反映して毎年 6 月 16 日付で改定します。 

 

２．職務手当について 

店長や副店長の職務に応じた手当を支給します。 

 

３．深夜シフト勤務手当について 

  イセタンミラー店舗で、13：35～22:10、14：05～22:40 に勤務するＢＣメイト社員に対して、１勤務につき

８００円を手当として支給します。 

※時間外勤務等で２２時を超えた場合や早退した場合には支給しません。 

 

 

 

 

 

 

 

賃 金

その他

基準外賃金

基準内賃金 本 給 ベース給

地域給

通勤手当

時間外勤務手当

深夜勤務手当

休日勤務手当

職務手当 職務成果給

深夜シフト勤務手当
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人事異動により職務・ゾーンが変わった際の本給対応について 

 

 

 

 

 

 

① 人事異動後 の 職務成果給 の 範囲 が オーバーラップ している 場合 は 同額 
でスライド します 。 職務手当 の 支給基準 は 就退任 に 合 わせて期間按分して 

② 人事異動前 の 職務成果給 が 異動後 ゾーン の 下限 を 下回 る 場合は  

原則、就任時 に新ゾーンの下限額に変更します。 

人事異動前の職務成果給が異動後ゾーンの上限を上回る場合には、 

７月本給改定時に変更します。 

① 

③ 

② 

支給します。 

③ 
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４．賞与 

・ 賞与評価は、「成果行動目標」と「計数目標」に対して半期ごとに行われます。 

また、ゾーンに応じて個別成果行動目標と計数目標のウエイトが変わります。 

賞与＝本給（ベース給＋地域給＋職務成果給）＋職務手当×支給ヵ月 

 

支給対象 

６月支給  前年１０月 1 日から３月３１日まで勤務し、引き続き支給日当日在籍している者 

１２月支給  ４月 1 日から９月３０日まで勤務し、引き続き支給日当日在籍している者 

※ 賞与計算基準日は評価期間最終日とします。 

※ その他支給細則については、メイト社員と同様にします。 

※ ２０２５年４月１日入社のＢＣメイト社員の２０２５年６月の初回賞与は、０．５０ヵ月とします。 
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Ⅲ. 転換制度 

・ 「転換」とはＢＣメイト社員から社員ステージ C、ＢＣ社員ステージ C へ資格が上がることを指します。 

・ 転換は昇格と同様、個人のモチベーションに大きな影響を与える要素の一つであり、またキャリア

形成にも大きく関わってきます。 

・ 転換はその階層において期待される能力や適性、資質があるかを成果評価、社内試験などで総

合的に判断、決定し、役割とのマッチングを図っていきます。 

・ 転換時期は、原則４月１日付となります。 

 

社員ステージ C 転換 

・ＢＣメイト社員から社員ステージ C への転換認定については、以下の通りとします。 

 社員転換 

人材要件 
・ 会社の方向性を理解し、自ら判断し業務を遂行する。またリーダーシップを発揮し、

成果を生み出す中心となり、会社の経営や事業の中核となって組織を運営する。 

受験資格 

・ＢＣメイト社員の在籍期間が１年以上経過した者（４月１日時点）で、直近の本給評価

がＢ以上の者 

・ エントリーシートによる本人申請があった者 

試験方法 社内試験 

 

ＢＣ社員ステージ C 転換 

・ ＢＣメイト社員からＢＣ社員ステージ C への転換認定については、以下の通りとします。 
 社員転換 

人材要件 

・ 化粧品を中心とした美容領域事業の方向性を理解し、自ら判断し業務を遂行する。

また一定の範囲でマネジメント・人材育成を行い、成果を生み出す中心となり、会社

の事業の中核となって組織を運営する。 

受験資格 

・ ＢＣメイト社員で新卒入社後 4 年以上経過した者（４月１日時点）で、直近の本給評

価がＢ以上の者 

・ 化粧品業界の経験者として中途入社後１年以上経過した者（４月１日時点）で、直近

の本給評価がＢ以上の者 

・ エントリーシートによる本人申請があった者 

試験方法 社内試験、アセスメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本
人 

総 務 ・ 経

営企画部 

・エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト 

・
過
去
の
成
果
評
価 

 受験申請 

一
次
試
験 

（
１
１
月
予
定
） 

二
次
試
験 

（
１
１
月
予
定
） 

 

転
換
者
認
定 

（１
月
中
旬
予
定
） 
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第６章 メイト社員 

Ⅰ．目標設定と評価 

１．評価指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本給＞ 

・ 本給は、上司との面談により設定する「成果行動目標」の達成度で評価します。 

・ 評価期間は「4 月～翌年 3 月」とし、7 月給与から反映します。 

・ 評価については、Ｓ･Ａ評価 30％、Ｂ･Ｃ評価 70％の分布とします。 

 

＜賞与＞ 

・ 半期における「成果行動評価」の達成度で評価します。なお、職務によって計数目標のウエイ

トは異なります。 

・ 目標設定にあたっては、上司、部下で面談を行い、目標管理制度に基づき年二回「成果評価

シート」を作成します。 

・ 評価確定後にはフィードバック面談（6・12 月）を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■賞与の評価指数 

 

 

 

 

 

■評価期間 半期単位（４～９月、１０月～翌年３月） 

■賃金反映 １２月、６月賞与に反映 

 

 

■本給の評価指数 

 

 

 

 

 

■評価期間 年度単位(上期＋下期） 

■賃金反映 7 月給与から反映 

 

 

 

 

■評価期間 年度単位(上期＋下

期） 

期待行動目標 

１００％ 

成果行動目標 

１００％ 



第６章 メイト社員 
 

 36 

2. 評価フロー 

【１】 ４月・10 月（期初）：目標設定 

 

 

【２】 原則７月・１月：中間レビュー面談 

・評価者は期中に、設定目標の進捗状況、目標達成へのアドバイスなど 

中間面談を行います。 

・期中に新たに具体的行動目標が発生した場合は、その都度面談を行い、新たに目標を 

設定し成果評価シートに入力してください。 

 

【３】 ９月・３月（期末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①自己評価の入力・提出

②評価入力（一次評価）

③評価入力（二次評価）

④人事部に提出、調整、総合評価決定

⑤フィードバック面談の実施（6月、12月）

二次評価者 ③

マネージャー（上司）②

被評価者

人事部

④

フィードバック
面談 ⑤

①

経営企画部に提出、調整、総合評価決定 

④総務・経営企画部に提出、調整、総合評価決定 

総務・経営企画部 
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Ⅱ．賃金体系（メイト社員） 

➢ メイト社員は勤務地を限定した雇用のため、地域水準を考慮した地域給を設定します。 

   

 

１．本給 

【本給＝本人給＋地域給】  

 

２. 営業手当について 

営業手当の考え方 

・ 外部営業強化を事業戦略の方向性の大きな柱の１つと位置付けており、採用市場への対応お

よび在籍者のモチベーション向上を目的に、その職務在任中において、メイト社員に営業手当を

支給します。賞与算出式には反映されません。 

    支給対象 

・ メイト社員で外部企業との競争のある営業担当者 

（グループ内の採用代行担当は支給の対象外とします。） 

人事異動による対応 

・就退任に合わせて期間按分して支給します。 

 

３. 職務手当について 

職務手当の考え方 

・メイト社員のメンバーが期待される役割を理解・把握でき、任命に対し納得できる体制・環境 

を作ることを前提に、「リーダー」「サブリーダー」の職務を設定し、該当者には職務手当を支給し 

ます。賞与算出式には反映されます。 

支給対象 

・メイト社員で百貨店勤務のリーダー・サブリーダー 

人事異動による対応 

・就退任に合わせて期間按分して支給します。 

 

 

 

 

 

賃 金

その他

基準外賃金

基準内賃金 本 給 地域給

本人給

通勤手当

時間外勤務手当

深夜勤務手当

休日勤務手当

営業手当

職務手当
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※本人給上限（196,000 円）の場合は、ランク数の増加はありません。 

  

 

４．賞与 

基本賞与について 

６月・１２月支給 

・ 賞与は成果行動目標に対して評価が行われ、支給ヵ月が決定します。 

※賞与の評価指標は、成果行動目標 100％とします。 

基本賞与＝本給（本人給＋地域給＋職務手当）× 支給ヵ月 

 

支給対象 

６月支給  前年１０月 1 日から３月３１日まで勤務し、引き続き支給日当日在籍している者 

１２月支給  ４月 1 日から９月３０日まで勤務し、引き続き支給日当日在籍している者 

※賞与計算基準日は評価期間最終日とします。 

※２０２５年４月１日入社のメイト社員の２０２５年６月初回賞与は、０．５０ヵ月とします。 

     ※２０２５年４月１日にフェロー社員Ⅰ・Ⅱからメイト社員へ雇用転換したものの２０２５年６月賞与

はメイト社員のＣ評価相当とします。 
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Ⅲ．転換制度 

・ 「転換」とはメイト社員から社員ステージ C へ資格が上がることを指します。 

・ 転換は昇格と同様、個人のモチベーションに大きな影響を与える要素の一つであり、またキャリア

形成にも大きく関わってきます。 

・ 転換はその階層において期待される能力や適性、資質があるかを成果評価、社内試験などで総

合的に判断、決定し、役割とのマッチングを図っていきます。 

・ 転換時期は、原則４月１日付となります。 

 

社員ステージＣ転換 

メイト社員から社員ステージＣへの転換認定については、以下の通りとします。 

 社員転換 

人材要件 
・ 会社の方向性を理解し、自ら判断し業務を遂行する。またリーダーシップを発揮し、

成果を生み出す中心となり、会社の経営や事業の中核となって組織を運営する。 

受験資格 

・ＢＣメイト社員の在籍期間が１年以上経過した者（４月１日時点）で、直近の本給評価

がＢ以上の者 

・ エントリーシートによる本人申請があった者 

試験方法 社内試験 
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第７章 フェロー社員 

Ⅰ.フェロー社員の定義 

 

 

フェロー社員（有期） 58 歳未満で採用後、2 回目の再契約までの期間、１週間

の所定労働時間が原則として 35 時間以内であり、1 週間

の勤務日数・勤務時間を定めて、勤務エリア、職務、職種

を限定して雇用期間を 1 年以内と定めて雇用される者 

フェロー社員（無期） フェロー社員（有期）で 2 回目の再契約後、１週間の所定労

働時間が原則として 35 時間以内であり、1 週間の勤務日

数・勤務時間を定めて、勤務エリア、職務、職種を限定して

雇用される者 

 

 フェロー社員Ⅰ フェロー社員Ⅱ 

定義 時間契約・時給制 時間契約・時給制 

時間・日数/週 ２０ｈ未満・２～５日 ２８～３５ｈ以内・４～５日 

休憩時間/日 ６０分または７０分 ６０分または７０分 

休日数 個々に定める 個々に定める 

社会保険 未加入 加入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入社～再契約 2 回目まで 再契約 2 回目～60 歳まで 60 歳～65 歳まで 
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Ⅱ．評価フロー 

 
 

評価回数 評価期間 評価反映 

１回目 ４月～９月 １月１１日（２月給与反映） 

２回目 １０月～３月 ７月１１日（８月給与反映） 

 

※期中に想定外の特命事項や環境の変化に伴う緊急事態が発生した場合は、その都度面談

し、新たな目標を追加設定します。 

 

評価基準 

評価 評価基準 

Ｓ 期待を大きく上回るレベル 

Ａ 期待を上回るレベル 

Ｂ 期待通りのレベル 

Ｃ 期待を下回るレベル 

Ｄ 期待を大きく下回り、今後の改善も見込まれないレベル 

 

成果評価シートについて 

➢ 個別の成果目標は設定せず、共通の評価要素を基に評価を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上期目標設定
一次評価者と面談

期初（上期）４月

上期本給評価
一次評価者と面談

下期目標設定
一次評価者と面談

下期本給評価
一次評価者と面談

９月末～１０月 期初（下期）１０月 期末３月末～４月期初（上期）6 月 
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Ⅲ．賃金体系（フェロー社員Ⅰ・Ⅱ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．フェロー社員Ⅰ・Ⅱ（有期雇用契約者） 

本給＝ベース給＋地域別職種給＋能力給＋調整給 

 

２．フェロー社員Ⅰ・Ⅱ（無期雇用契約者） 

本給＝ベース給＋地域職種給＋能力給＋調整給 

 

  フェロー社員Ⅰ・Ⅱ（有期） 

ベース給（円） 

785 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

基準内賃金（本給） ベース給

地域別職種給

能力給

その他賃金 通勤手当

調整給

休日勤務手当

賃金 基準外賃金 契約外基本給

時間外勤務手当

有給休暇賃金

深夜勤務手当
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Ⅳ．転換制度 

・ 「転換」とはフェロー社員からメイト社員へ資格が上がることを指します。 

・ 転換は昇格と同様、個人のモチベーションに大きな影響を与える要素の一つであり、またキャリア

形成にも大きく関わってきます。 

・ 転換はその階層において期待される能力や適性、資質があるかを成果評価、社内試験などで総

合的に判断、決定し、役割とのマッチングを図っていきます。 

・ 転換時期は、原則４月１日付となります。 

 

メイト社員転換 

フェロー社員Ⅰ・Ⅱからメイト社員への転換認定については、 以下の通りとします。 

 メイト社員転換 

人材要件 

・ 担当業務を遂行する上で必要な知識･技能を持ち、関連業務についてもある程度の

知識を持っている。 

・ 会社の方向性を理解して、上司･上級者の指示の下、主体的に業務を遂行する。 

受験資格 
・ フェロー社員Ⅰ・Ⅱの在籍期間が入社後１年以上を経過した者（10 月 11 日時点） 

・ エントリーシートによる本人申請があった者 

試験方法 社内試験 
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第８章 エルダースタッフ 

Ⅰ.エルダースタッフの位置付け 

・エルダースタッフとは、社員、ＢＣ社員、メイト社員、ＢＣメイト社員の 60 歳定年退職者で、引き続き

雇用契約期間を定め、無期雇用として再び雇用される者、また60歳以降の新規採用者のことです。 

  ・60 歳定年退職者は、エルダースタッフⅠ・エルダースタッフⅡ（時給制）とエルダースタッフⅢ（月給

制）を本人希望により選択できます。 

 ・満 65 歳の誕生日の属する月の末日の前日を超えて契約はできません（65 歳以上でエルダースタッ

フⅥ・Ⅶとして雇用される場合を除く）。 

・雇用契約期間満了ならびに契約期間中の退職の場合は月末の前日とします。 

 

65 歳以上の対応について（エルダースタッフⅥ・Ⅶ） 

 ・エルダースタッフⅠ・Ⅱ・Ⅲの雇用期間は満 65 歳の誕生日の属する月の末日の前日までとなります

が、引き続き雇用を希望し、解雇事由に該当しないエルダースタッフについては、満 65 歳の誕生日

の属する月の末日を退職日とし、最大 70 歳の誕生日の属する月の末日の前日まで再雇用されま

す。 

  ・65 歳以降は半年ごとの有期雇用となります。 

  ・65 歳以降は時給制のみとなります。 

   

 

１.エルダースタッフの区分 

 

 
 

区分 勤務日数 所定労働時間 就業形態 

エルダー 

ス タ ッ フ

Ⅰ、Ⅵ 

週 3～5

日 
週 20 時間未満 

個々に定められた勤務日数・勤務時間の範囲 

内で、毎月のワークスケジュールに基づく変動 

可能な勤務 

エルダー 

ス タ ッ フ

Ⅱ、Ⅶ 

週 4～5

日 

週 28 時間以上 

35 時間以内 

個々に定められた勤務日数・勤務時間の範囲 

内で、毎月のワークスケジュールに基づく変動 

可能な勤務 

 

区分 年間休日数 
年間所定労働時間  

/ 1 日所定労働時間 
就業形態 

エルダー 

スタッフⅢ 
118 日 

1831 時間 55 分 

/ 7 時間 25 分 
社員に準ずる 
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２．再雇用までの流れ 

エルダースタッフⅠ・Ⅱ・Ⅲ 

定年退職１年前 ・ 対象者はエルダースタッフ制度について説明を受ける。 

定年退職 

１０ヵ月前 

・ 対象者はエルダースタッフを希望するかどうかを決定し、会社に申告する。 

定年退職 

６～３ヵ月前 

・ エルダー社員希望者は希望の契約条件を申告する。 

・ 配属先の上長は、上記の申告内容の範囲内で契約条件を決定する。 

・ 所属と本人が契約内容を確認する。 

 

   

エルダースタッフⅥ・Ⅶ 
定年退職１年前 ・ 対象者はエルダースタッフⅥ、Ⅶの制度について説明を受ける。 

定年退職 

１０ヵ月前 

・ 対象者はエルダースタッフⅥ、Ⅶを希望するかどうかを決定し、会社に申告

する。 

定年退職 

６～３ヵ月前 

・ エルダースタッフⅥ、Ⅶ希望者は希望の契約条件を申告する。 

・ 配属先の上長は、上記の申告内容の範囲内で契約条件を決定する。 

・ 所属と本人が契約内容を確認する。 

※65 歳以上は半年契約とし、契約更新時に面談と健康チェックを行う。 

 

 
配属 

①エルダースタッフⅠ・Ⅱ・Ⅵ・Ⅶ（時給） 

 本人の希望に基づき、会社が所属・職種のマッチングをおこなうものとします。 

②エルダースタッフⅢ（月給） 

社命による人事異動とします。 

 

 

 

Ⅱ.賃金体系（エルダースタッフ） 
 

① エルダースタッフⅠ・Ⅱ・Ⅵ・Ⅶ（時給）の月例賃金 
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②エルダースタッフⅢ（月給）の月例賃金 

 
 

１．基本給 
 

①エルダースタッフⅠ・Ⅱ・Ⅵ・Ⅶ（時給）の月例賃金 

職 種 時 給 

販売サービス職 1,415 円 

人財サービス職 1,315 円 

 

 

② エルダースタッフⅢ（月給）の月例賃金 

基本給 225,000 円 

 

※60 歳到達時点時に月例給を下回る場合は、60 歳到達時の本給水準を継続 

  

本給評価 

① エルダースタッフⅠ・Ⅱ・Ⅵ・Ⅶ（時給）・・・・・なし 

② エルダースタッフⅢ（月給）・・・・・・・・なし 

 

 

２．賞与 

 
基本賞与について 

６月・１２月支給 

 

支給対象 

６月支給  前年１０月 1 日から３月３１日まで勤務し、引き続き支給日当日在籍している者 

１２月支給  ４月 1 日から９月３０日まで勤務し、引き続き支給日当日在籍している者 

※賞与計算基準日は評価期間最終日とします。 

     ※エルダースタッフⅠ・Ⅱ・Ⅵ・Ⅶは時間給×週契約時間×５２週/１２か月（円単位切り上げ）で 

      計算したものをみなし本給とし、労使合意によって決定した支給カ月に当てはめます。 

 

 

 

 

深夜勤務手当

その他 通勤手当

時間外勤務手当

賃金 基準外賃金 休日勤務手当

基準内賃金 本給 基本給
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第９章 エルダーフェロー 

 

Ⅰ．エルダーフェローの位置付け 
 ・エルダーフェローとは、フェロー社員の 60 歳定年者で、引き続き本人が希望した場合、引き続き現所

属で再び雇用される者、また 60 歳以降の新規採用者のことです。 

あ 

65 歳以上の対応について（エルダーフェローⅥ・Ⅶ） 

 ・エルダーフェローの雇用期間は満 65 歳の誕生日の属する月の末日の前日までとしますが、引き続

き雇用を希望し、解雇事由に該当しないエルダーフェローについては、満 65 歳の誕生日の属する

月の末日を退職日とし、最大 70 歳の誕生日の属する月の末日の前日まで再雇用されます。 

  ・65 歳以降は半年ごとの有期雇用となります。 

 

 
 

 

 

 エルダーフェローⅠ、Ⅵ エルダーフェローⅡ、Ⅶ 

定義 

時間契約・時給制 

定められた勤務日数・勤務時間に基

づく固定的な勤務 

時間契約・時給制 

定められた勤務日数・勤務時間

の範囲内で、毎月のワークスケ

ジュールに基づく変動可能な勤

務 

時間・日数/週 ２０ｈ未満・２～５日 ２８～３５ｈ以内・４～５日 

休憩時間/日 ６０分または７０分 ６０分または７０分 

休日数 個々に定める 個々に定める 

社会保険 未加入 加入 

※エルダーフェローⅠ・Ⅱの場合は雇用期間満了半年前にエルダーフェローⅥ・Ⅶについて説明

を受けます。 

※65 歳以降は半年毎の有期契約となります。 
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Ⅱ．賃金体系（エルダーフェロー） 
 

 
 

 

基本給 

 

エルダーフェロー（無期・有期）の月例賃金（首都圏） 

ベース給 785 円 

                      ＋ 

地域別職種給 東京 神奈川 福岡 

事務 330 円 ― 250 円 

店頭 410 円 300 円 ― 

                      ＋ 

能力給 0～350 円 

       
評価  エルダーフェローとしての評価は行いません 

 

 

配属  原則、定年時と同職種とします 
 

 

 

 

 

 

 

 

転
換
者
認
定 

（ 

２
月
初
旬
予
定
） 
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第１０章 退職給付制度 

Ⅰ．退職一時金 

 

１．制度について 

役割成果主義の考えに基づいた現行の人事制度との整合性を図るため、在職中のステージや役

割ゾーンに応じた「ポイント積立型の退職一時金」制度となっています。 

 

２．ステージ・ゾーン別ポイント表 

退職一時金ポイント単価は 1,000 円で、毎月１日現在のステージ・役割ゾーンに応じて付与されま

す。 

 

    

 

 

  

    

   

 

 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 休職ならびに 1 カ月以上連続した欠勤及び産前・産後休暇時は上記表のポイントに代えて、一月

当たり５ポイント加算されます。 

※ 短時間勤務者（育児・介護・要保護者Ｃ）については、ポイントを時間按分（小数点以下切り上げ）

して加算されます。 
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Ⅱ．確定拠出年金 

1. 概要  

確定拠出年金制度は、企業年金制度のひとつで、会社が拠出した掛金を個人が自ら選んだ方法

で資産運用し、将来、年金もしくは一時金として受け取る制度です。 

確定拠出年金は、会社ではなく個人が資産運用のリスクを負い、運用実績により個人の受給額が

変動します。 

 

２．月例掛金 

社員、ＢＣ社員：標準報酬月額×14.5／1,000＋4,000 円 

メイト社員、ＢＣメイト社員：5,000 円 

 

３．受給方法 

60 歳以降に、年金もしくは一時金として受給します。但し、加入期間によって受給開始年齢が異な

り、10 年以上加入期間があれば 60 歳から受給可能です。 

 

４．マッチング拠出制度 

   会社が拠出する掛金に加えて、加入者本人が掛金を上乗せして拠出する制度です。 

   加入者本人が上乗せできる上限金額は会社の拠出する掛金額までです。 

 

５．iDeCo（個人型確定拠出年金）との併用 

   マッチング拠出制度を利用していない場合には、iDeCo に加入できます。 

 

掛金の上限額 

種類 金額 

企業型確定拠出年金の事業主掛金① 55,000 円以内 

マッチング拠出制度の掛金 ①の掛金以内 

iDeCo の掛金② 20,000 円以内 

①＋② 55,000 円以内 

 

６．その他 

勤続 3 年未満で退職した場合、掛金は会社に返還されます。 

以下条件にあてはまる場合は、脱退一時金を受給できます。 

ⅰ）退職後専業主婦や公務員になるなど退職額に個人型の確定拠出年金制度に加入できない場合

で、かつ、個人資産が 50 万円以下の場合 

ⅱ）個人資産が、15,000 円以下の場合 
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第１１章 その他 

 

Ⅰ．キャリア形成支援制度について 

１. キャリア形成支援制度 

三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズでは、三越伊勢丹グループの取組みを踏まえ、 

多様化する個人のニーズや中長期的なキャリア形成の一環として、自らの責任による社内及び 

グループ内でのキャリア選択の機会拡大と、社外への転身を希望される方に対する支援制度が 

導入されています。 

 
（１）自立的なキャリア形成について 

新しいことを創造し、既存のやり方に対して変革していくことが求められる中、 個人の成長において

は会社主導のキャリア開発ではなく、自らの責任でキャリアを選択していくことが必要となります。会社

は個々人のキャリア形成を支援するために、チャレンジしやすい環境を整えていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

自

己

理

解

（
気

づ

き

）

主体的キャリア開発（自らの思い）

HAP

フィードバック

CDP面談
アセスメント

チャレンジキャリア制度

・社内公募制度

・チャレンジ申告制度

ネクストキャリア制度

自らの強みや

価値観を活かした

キャリアデザイン
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（２）グループ社内公募制度（求人型公募制度） 

 
＜対象者＞ 社員・ＢＣ社員・メイト社員・ＢＣメイト社員 

       ※転居を伴う出向中の社員、社内公募制度で異動後３年間経過していない方、休職中の方は除く。 

＜制度の流れ＞ 

 

＜制度概要＞ 

・新規プロジェクトや業績拡大時等の人財ニーズをもとに、職務遂行に必要な能力、意欲ある人財を公募する求人型の 

公募制度です。 

＜応募資格＞ 

・上司に報告、許可なしに応募することができます。 

・但し、転居を伴う出向中の社員、社内公募制度で異動後３年間経過していない社員・ＢＣ社員・メイト社員・ 

ＢＣメイト社員、育児休業中の社員・ＢＣ社員・メイト社員・ＢＣメイト社員は除きます。 

・社内公募制度とチャレンジ申告制度に同時に応募することはできません。 

＜全体の流れ＞ 

・総務・経営企画部が募集案件をグループウェアで公示します。 

・希望者は「募集用紙」を総務・経営企画部へ提出申請します。 

・1 次審査（書類選考）と２次審査（所属と総務・経営企画部による面接）をおこない、次の定時異動時に合わせて異動しま 

す。 

・異動後一定期間は異動できません（原則２年） 

 

  

（３）グループチャレンジ申告制度 

 

案件公募
案件掲示
希望者応募

１次応募
書類選考

２次応募
面接

合否決定 本人通知 定期異動
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（４）グループライフイベント転籍制度 

 ・グループ従業員のライフイベント対応を目的として、配偶者転勤・介護などの事由の場合、 

別地域のグループ会社に籍を移すことができる制度です。 

【制度内容】 

項目 内容 

対象者 勤続満１年以上の社員・ＢＣ社員・メイト社員・ＢＣメイト社員・フェロー社員・ 

エルダースタッフ（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）・エルダーフェロー（Ⅰ・Ⅱ） 

対象企業 国内グループ百貨店・グループ企業 

希望理由 転居を伴うライフイベント（結婚・離婚・介護・看護・育児・配偶者転勤） 

制度利用回数 希望理由が適合していれば回数制限無し 

受入判断 要員構成を考慮したマッチングにより判断 

本人判断 提示された雇用形態・金額での不同意は可能・配属先の不同意は不可 

転籍日 旧会社退職：3 月 31 日付→新会社転籍：4 月 1 日付 

旧会社退職：9 月 30 日付→新会社転籍：10 月 1 日付 

※フェロー社員、エルダーフェローの転籍日はそれぞれ 4/11 付、10/11 付 

 

（５）グループ内出向者転籍制度 
個々人の志向に基づき、グループ内において能力や専門性を最大限発揮できる機会と場を提供するこ

とで一人ひとりのキャリアの実現と生産性の向上を図ることを目的とし、本人の希望によりグループ内他

企業で雇用する制度です。 

 

【制度内容】 

対象者 下記全てに該当する者 

・申請年度の 4 月 1 日時点で勤続満 5 年以上の社員（ステージＡ除く）、ＢＣ社員・ 

メイト社員・ＢＣメイト社員・フェロー社員（無期）・エルダースタッフ（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）・ 

エルダーフェロー（Ⅰ・Ⅱ） 

・申請年度の 4 月 1 日時点で雇用を希望する企業（新会社）への出向期間が引き続き 1 年以

上かつ通算 2 年以上（研修出向期間除く） 

・申請時点で引き続き当該企業に出向している者 

・新会社および三越伊勢丹ホールディングスが本制度の適用を認めた者  

対象企業 国内グループ百貨店・グループ企業 

応募時期 原則年 1 回 

選考方法 新会社および三越伊勢丹ホールディングスによる書類選考および面接 

新 会 社 で

の処遇 

・新会社雇用時の雇用形態、資格、処遇、職種は新会社が提示する。 

・新会社の労働条件の内、年次有給休暇残数、ストック有給休暇残数等、新会社で承継できる

労働条件は新会社の制度範囲内で継続する。 

・勤続年数は、年次有給休暇の付与日数におけるものを除き、原則新会社の労働条件における勤

続年数には含めない。 

新会社雇

用日 

原則、本制度の適用が認められた者の退職日は、定期人事異動の時期に合わせて、会社が指定

する。なお、新会社雇用日は、会社退職日の翌日とする。 
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（６）ネクストキャリア制度 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜対象者＞　　社員としての勤続年数が10年以上（休職期間を除く）の３５歳～５８歳の社員
　　 ※但し、50歳未満のステージAは対象外とします。
　　 ※但し、45歳未満のステージBは対象外とします。

＜制度の流れ＞

※グループウェア等

　 により告知

※所属を通じて ※定期人事異動の実施日により

　 本人へ通知 　 変更になる場合あり

告知

（9月）

申請書の

提出
（10月頃） 本人へ通知

退職

（3月30日）

＜制度概要＞ 
・制度利用者には退職加算金を支給し、退職後フェロー社員Ⅰ・Ⅱ（有期）として社内で働く場の提供、IMHによる 
 サービスの提供など、多様化している個人のニーズに合わせた選択肢を提供する制度です 
＜対象者＞ 
・３５歳～５８歳の社員（ただし、５０歳未満のステージＡ・４５歳未満のステージＢは対象外とします） 
・短時間勤務者・求職者も応募可 
・年齢は応募翌３月３１日の年齢とします 
・提出後退職日前に死亡した場合、制度の主旨に相応しくないと判断される場合は対象外とします 
・定期人事異動実施日によって退職日が変更となる場合があります 
＜全体の流れ＞ 
・９月頃に総務・経営企画部がポータル等に告知します 
・希望者は「申請書」を総務人事グループへ提出し申請します 
・総務・経営企画部が申請内容を確認し、制度利用の可否を所属を通じて本人へ通知します 
＜退職加算金＞ 
・退職加算金は、年齢別資格別に一律で支給します 
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（７）ライフイベント再雇用制度 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜対象者＞ 勤続２年以上の社員、BC 社員、メイト社員、BC メイト社員 
ネクストキャリア制度利用者は除く 

＜対象者＞ ※ 
ネ＜制度の流れ＞ 

 

 

 

※再雇用を希望する場合に登録 

ｒ 

再雇用登録申請 
（退職時） 

離職期間 
１２ 年 まで 

面接 
（筆記試験免除） 

合 
否 
決 
定 

社員ステージ C 

メイト社員 
ＢＣメイト社員 

として入社 
（４月・１０月） 

メイト社員 

＜制度概要＞ 
・ライフイベントなどで一旦退職した社員、ＢＣ社員、メイト社員、ＢＣメイト社員を元の処遇を勘案して再び雇用する制度です 
・ワーク・ライフバランスをはじめとした多様な働き方の選択肢を増やすとともに、ＩＭＨのＤＮＡを持ったフルタイム勤務が 
可能な人材の確保を目指します 
＜退職時の条件＞ 
・雇用形態：社員、ＢＣ社員、メイト社員、ＢＣメイト社員で勤続２年以上の者 
・退職事由：結婚、出産、育児、介護、配偶者の転勤（ネクストキャリア制度利用者除く）または不妊治療のいずれかである者 
・登録申請：退職時に所定の用紙で登録申請します 
＜再雇用の条件＞ 
・雇用形態：社員、ステージ C・メイト社員・ＢＣメイト社員として採用 
・上限年齢：５８歳以下 
・離職期間：１２年まで（休職明け勤務が１年未満で退職した場合は、直前の休職期間を離職期間に通算する） 
・採用方法：毎年４月、１０月 
・配属先 ：原則退職時の領域 
・賃金 ：在籍時の経験、能力等及び再雇用時の雇用形態や資格、役割、職務等を勘案の上決定します。なお、退職後再雇用日までの 

＜その他＞ 
・当制度の利用は、１回限りとします 
・再雇用制度の登録の有無にかかわらず、フェロー社員Ⅰ・Ⅱとして再雇用は募集があれば応募できます 

（ネクストキャリア制度利用者も可） 

離職期間が３年以内（３０日未満の端数がある場合にはこれを切捨てる）の場合で退職時の資格で再雇用する場合、 

個人成果給は退職時の金額と同額とします。但し、ステージ C-t は、当該離職期間を休職期間として取り扱いし、再雇用時の 

なお、再雇用時の賃金制度に変更があった場合は子限りではない。 

本給を決定する。なお、再雇用時の賃金制度に変更があった場合はこの限りではありません 
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（８）カムバック再雇用制度 
 

資格 勤続２年以上 

離職期間 １２年 

再雇用上限年齢 ５８歳以下 

退職事由 退職事由は不問（円満退社が前提） 

※ネクストキャリア制度利用者は除く 

退職となる雇用形態 社員、ＢＣ社員、メイト社員、ＢＣメイト社員 

再雇用時の雇用形態 社員⇒社員ステージ C 又はメイト社員 

社員（退職後５年未満）⇒在職中の雇用形態を選択可 

メイト社員⇒メイト社員 

ＢＣメイト社員⇒ＢＣメイト社員 

勤続年数 通算しない 

再雇用時賃金 在籍中の前歴、能力等を勘案の上決定 

採用時期 毎年４月、１０月 
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（９）配偶者転勤休暇制度 
 

対象者 全ての従業員（アルバイトは除く） 

条件 

配偶者が次のいずれの事由により、転居を必要とする地域(海外・国内)に滞在し、当

該地域において配偶者と生活を共にする者で休 

職期間終了後に復職の意思のある者。但し、配偶者の当該地域での滞在が 6 か月以

上にわたって継続することが見込まれるに限る 

1.当該地域での勤務(出張、社命留学等を含む) 

2.当該地域での事業の経営など個人が行う職業上の活動 

 

 

期限 1 回につき最短原則 6 カ月、最長原則 3 年  

回数 

在籍期間中取得回数に制限はなし。但し、休職終了日から次の休職開始日までの間

隔は原則 3 年以上空ける 

なお、3 年に休職期間は含まない 

 

 

休業開始日 

/終了日 
月給制、エルダー時給制：開始日は各月 1 日、終了日は各月末日 

エルダー以外の時給制：開始日は各月 11 日、終了日は各月 10 日 

 

 

手続き 休業開始希望日の 2 か月前までに申し出る  

期間の変更 
最短 6 か月、最長 3 年の範囲で、終了日の繰り上げ・繰り下げともに可能 

なお、変更予定日の 2 カ月前までに申し出る 

 

 

休職の中断・ 

再開 
最長 3 年の範囲内であっても休職の中断及び再開は不可とする  

休職の取消 

次のいずれかの場合は原則休職を取り消す。 

1.本人及び配偶者が休職条件に該当しなくなった場合(配偶者と離婚等した場合含む) 

2.産前産後休暇、育児休暇、介護休暇を取得することとなった場合 

3.傷病により継続して 1 ヵ月を超えて労務不能となった場合 

・原則上記のいずれかに該当した日後直近の月末日または 10 日を以て休職は終了 

・この場合は速やかに所属に申し出る 

 

 

 

 

他の休職から

の移行 

育児、介護、傷病等休職者が配偶者転勤休職を取得できるのは、各休職の事由が消

滅している場合に限る 

(傷病休職者の場合、事由消滅には産業医による復職可能の診断を必要とする) 

 

処遇 

・給与、賞与は支給しない 

・社会保険の被保険者資格は継続する※社保料の事業主負担分は事業主が、 

個人負担分は本人がそれぞれ負担する(傷病休職と同様に取扱う) 

・退職給付(退職ー時金・確定拠出年金)については他の休職と同様に取り扱う 

・休職期間は勤続年数に通算しない 

 

 

 

 

副業・兼業 
実施を認める(但し、実施の条件等は通常のガイドラインの範囲内とする) 

※他の休職と違い、休職の目的となる専念しなければならない事柄がないため 
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（１０）自己研修休職制度 
三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズでは、グループ内外の取組みに対して、プロフィット化を 

推進しています。その中では、必要な知識を外部から習得するほか、自己啓発をおこなうケース 

も想定されます。従って、ＩＭＨとして必要な知識の確保や自己啓発をおこなうメンバーを支援す 

る仕組みとして自己研修休職制度を導入しています。 

 

【自己研修休職制度の概要】対象：社員・ＢＣ社員 

 内容 

対象者 

・自己の研修を目的とする一定期間の休職を申し出た者。 

（但し、原則として会社が公募または指名する研修は含まない。） 

・勤続満２年以上で、休職期間終了後引き続き勤務する意思のある者。 

休職期間 
・原則として最短１ヵ月、最長２年。 

（但し、その間隔は原則として最短５年に１回とする。） 

申請方法 
・所定の申請用紙を記入し証明するものを添えて、原則として２ヵ月前ま

でに所属長を経て会社に申し出る。 

休職期間中の 

賃金等の取扱い 
・休職期間中の賃金および賞与は支給しない。 

勤続年数への 

加算 

・休職の期間は勤続年数として加算する。 

 （但し、「休職期間が１年未満の者が復職後１年未満で退職する場合」

と「休職期間が１年以上２年未満の者が復職後２年未満で退職する場

合」は、原則として休職期間中の勤続年数は加算しない。） 

成果の報告 ・休職終了後は、会社に成果を報告する。 

復職時の取扱い ・復職時の職場は、社内歴・研修内容等を総合的に勘案して決定する。 

 

 

Ⅱ．自己申告制度について 

【制度概要】 

・三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズで働く上での仕事や進路、異動等の希望や、自己啓発、 

キャリアプランについての意見や意欲を自由に回答し、提出する制度です。 

（実施する雇用区分、資格等級ごとに記入する内容は異なります） 

 

【全体の流れ】 

・毎年１１月上旬頃、総務・経営企画部よりメールにて自己申告 URL を配信します。 

・各自 WEB 上で回答します。 
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Ⅲ．育児・介護関連諸制度 

１．育児関連諸制度 

①産前・産後休暇 

・ ８週間以内に出産する予定の女性が申請した場合は、産前休暇を利用することができます。 

・ 出産の翌日から８週間は就業することができないため、産後休暇となります。 

（ただし、本人の希望と医師の許可で産後６週間経過後就業可） 

・ 産前・産後休暇中は賃金及び賞与は支給しません。 

 

➁子の看護等のための休暇 

・ 小学校３年生の３月３１日までの別途定める当該子の世話等のために休暇を申請した場合、子が

１人であれば年間 5 日、2 人以上であれば年間 10 日間の休暇を利用することができます。休暇は、

半日単位、時間単位で取得可能。 

・ 子の看護のための休暇は無給です。 

 

③育児休業制度 

・ 妊娠もしくは育児のために休業を申請した場合は、育児休業制度を利用することができます。 

・ 期間は、子が満 4 歳に達する月の末日までとし、最長 1 子につき 3 年に達する月の末日までとし

ます。 

・ 上記に関わらず、つわり等で就業困難な場合は、育児休業を利用することができます。 

・ 在職期間中の最長期間は、4 年に達する月の末日までとします。ただし、4 年に達した以降であっ

ても、子が満 1 歳に達する月の末日（もしくは、子が満 1 歳に達した後、保育施設に入所を希望し

ているが入所することができないか、配偶者が傷病等により育児をすることが困難な場合には、満

2 歳に達する月の末日）まで期間を延長することができます。 

・ 育児休業期間中は原則休職とし、賃金及び賞与は支給しません。 
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（1）『出生時育児休業（産後パパ育休）制度』の導入 

 

 出生時育児休業 

取得できる期間 産後 8週間以内に、通算 4週間まで 

分割取得 2回まで、取得期間の下限なし 

取得の申し出期限 原則休業の 2週間前まで 

（できるだけ早期の申し出を推奨） 

人事異動の取扱い 休職としない（原則人事異動は行わない） 

 

（2）育児休業の特例（有給 5日）の拡充 

 

特例が適用となる休業取得期間（各休・休日含む） 4週間以内の休業 

分割取得 2回まで 

 

③ 育児勤務制度 

・ 妊娠中の者、または小学校 6 年生の 3 月 31 日までの子を有する者が、育児やつわり等のため短

時間勤務を希望した場合、育児勤務制度を利用することができます。 

・ 育児休業と育児勤務を通算して 14 年を超過した場合は、子ひとりにつき３年まで延長可能としま

す。但し上限は小学校 6 年生の 3 月末までとします。14 年を超過しても子が小学校 1 年の 3 月末

に達していない場合は小学校 4 年生の 3 月末まで延長可能とします。   

・ 勤務時間は、それぞれの所定のパターンの中から選択します。 

【社員、メイト社員、月給制エルダースタッフ】６時間、６時間３０分、７時間 

【ＢＣ社員、ＢＣメイト社員】５時間３０分、６時間、６時間３０分、７時間   

【フェロー社員】５時間、５時間３０分、６時間、６時間３０分、７時間 

 

⑤育児時間制度 

・ 生後 1 歳未満の子を育てる女性が申請した場合、１日２回、各々３０分の育児時間を利用すること

ができます。（勤務時間が４時間以内の場合は、１日１回３０分） 

・ 育児時間は有給です。 

 

④ 育児フレックスタイム制度 

・ フレックスタイム制勤務を選択している所属の育児勤務者は８:４５～１９:１０の間で個人が 

始・終業を自主的に選択し勤務できます。休憩時間は６０分とします 

※４月１日から９月３０日まではトライアル期間、１０月１日より正式運用となります 
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２．介護関連諸制度 

①家族の介護のための休暇 

・ 要介護状態にある家族の介護をするための休暇を申請した場合、対象家族が 1 人であれば

年間５日、２人以上であれば年間１０日の休暇を利用することができます。休暇は、半日単位、

時間単位で取得可能。 

・ 家族の介護のための休暇は無給です。 

  

②介護休業制度 

・ 家族の介護、あるいは仕事と介護の両立する体制を整えるために休業を申請した場合は、介

護休業制度を利用することができます。 

・ 対象者は、配偶者、父母、子及び配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫の傷病により介

護する者。 

・ 1 対象家族に対する介護休業の最長期間は 1 年。（分割取得可） 

・ 介護休業期間中は休職とし、賃金および賞与は支給しません。 

 

➂介護勤務制度 

・ 家族の介護、あるいは仕事と介護を両立する体制を整えるために短時間勤務を希望した場

合には、介護勤務制度を利用することができます。 

・ 対象者は、配偶者、父母、子及び配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫の傷病により介

護する者。 

・ 1 対象家族に対する介護勤務期間は、最短１ヵ月、通算３年。 

・ 勤務時間は、それぞれの所定のパターンの中から選択します。 

【社員、メイト社員、月給制エルダースタッフ】 

５時間、５時間３０分、６時間、６時間３０分、７時間 

【ＢＣ社員、ＢＣメイト社員】５時間３０分、６時間、６時間３０分、７時間  

【フェロー社員】５時間、５時間３０分、６時間、６時間３０分、７時間 

➃介護フレックスタイム制度 

・ フレックスタイム制勤務を選択している所属の介護勤務者は８:４５～１９:１０の間で個人が始・

終業を自主的に選択し勤務できます。休憩時間は６０分とします。 

※４月１日から９月３０日まではトライアル期間、１０月１日より正式運用となります。 
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Ⅳ．短時間勤務制度 
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Ⅴ．ストック有給休暇制度 

・ ストック有給休暇制度とは、２ヵ年の有効期限を過ぎて失効となる年次有給休暇のうち、一定限度

の日数について時効を延長し、社員の福利厚生の向上に努めるものです。 

・ ストック有給休暇制度として積み立てることができる年間最高日数は２０日です。 

・ 在籍中に積み立てできる日数の上限は２３０日です。 

・ ただし、積み立てた日数が２３０日に達した後、 失効年次有給休暇を利用したことによって２３０

日を下回った場合には、再度２３０日に達するまで積み立てることができます。 

 

 

使用事由 
１回の 

上限日数 申請理由・手続き等 

傷病 ２３０ 本人が傷病のため休業する場合（医師の証明書） 

介護 ２３０ 
配偶者、父母、子及び配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫の傷病によ

り、本人以外に介護するものがいない場合（医師の証明書） 

看護 ２０ 

配偶者、父母、子及び配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫の傷病によ

り、本人以外に介護するものがいない場合 

（医師の証明書を添付） 

育児 ２３０ 満４歳未満の子の育児のため休業する場合 

慶弔 １ 
慶弔休暇を取得し、更に日数を延長する場合、または友人・知人の 結婚式、

通夜、告別式、法事に参列する場合 

災害 １２０ 災害休暇を取得し、更に日数を延長する場合 

能力開発 ２０ 
会社または組合主催の研修に参加するために休業する場合 

（受講した証明書を添付） 

ボランティア ６０ 
ボランティア活動に参加するために休業する場合 

（参加内容と期間の証明書を添付） 

子の 

学校行事 
１ 子の学校行事等参加のために休業する場合 

不妊治療 45 
本人が不妊治療のため休業する場合 

（通院または休業の事実と期間を証明できるもの（不妊治療連絡カード等） 
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Ⅵ．退職日 

１．社員・ＢＣ社員・メイト社員・ＢＣメイト社員 

定年退職 満６０歳を迎える月の末日の前日 

但し、定年退職後引続きエルダースタッフ契約を行う場合は、満６０歳

を迎える月の末日とします 

任意退職 月末の前日 

 

２．フェロー社員Ⅰ・Ⅱ 

定年退職 満６０歳に達する月の翌月１０日 

依願退職 原則として各月１０日 

 

３．エルダースタッフⅠ・Ⅱ・Ⅲ 

退職日 満６５歳の誕生日の属する月の末日の前日 

但し、退職後引続きエルダースタッフ契約を行う場合は、満６５歳を迎

える月の末日とします 

任意退職 月末の前日 

 

４．エルダーフェローⅠ・Ⅱ 

退職日 満６５歳に達する月の翌月１０日 

任意退職 原則として各月１０日 

 

 

５．エルダースタッフⅥ・Ⅶ 

退職日 満７０歳の誕生日の属する月の末日の前日 

任意退職 月末の前日 

 

 

６．エルダーフェローⅥ・Ⅶ 

退職日 満７０歳に達する月の翌月１０日 

任意退職 原則として各月１０日 

 


